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        移転価格税制に係る３つの新たな解釈・実務指針が公表 

2018年7月13日の香港移転価格税制の可決に引き続き、香港税務局 (IRD) は長く待ち望ま
れてきた、以下の３つの解釈・実務指針 (DIPN) を2019年7月19日に公表した。 

- DIPN 58: 移転価格文書化及び国別報告書 
- DIPN 59: 関連者間の移転価格 
- DIPN 60: 香港の恒久的施設への利益の帰属 

今回、公表された３つのDIPNと並行して、IRDは関連者または香港非居住者の恒久的施設と
の取引のうち、2018年税務（修正）（第６号）条例（以下、修正条例）の適用対象外の
場合、既存のDIPN45及び46に準拠する必要があるとしている。 

本タックスアラートでは、今回新たに公表されたDIPNに含まれる重要なガイドラインについて解説す
る。 

 
       新しい移転価格文書化ガイドライン(DIPN 58) 

1. 移転価格文書化の基準値 

香港移転価格制度は、事業規模及び関連者間取引の規模に応じた文書化要件の基準値を
設定している。要約すると、年間の関連者取引金額に関して、香港納税者は以下の基準値を超
えない限り、当該取引に係るローカルファイルの作成を免除される。 

a) （動産・不動産に関わらず）資産の譲渡・・・220百万香港ドル 
b) 金融資産に関する取引・・・110百万香港ドル 
c) 無形資産の譲渡・・・110百万香港ドル 
d) その他の取引・・・44百万香港ドル

サマリー 

DIPN 58 – 文書化 
• オフショア取引を含め、文書化に関
する多くの要求事項がある。 

• 金融資産に関する取引の定義には
借入取引や売掛金（実体のある取
引に関するものを除く) が含まれる。 

• 基準値を下回る場合であっても文書
化することが望まれる。 

DIPN 59 – 基本原則 
• 利益源泉特定の原則:独立第三者
価格を決定したのちに利益の源泉を
特定する。 

• グランドファーザー条項と国内取引の
除外が明確化。 

• 証明負担は納税者の責務 

DIPN 60 –恒久施設への利益の帰属 
• OECD承認アプローチの適用 

• 資本帰属の決定方法 

• 銀行支店に関する定め 
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DIPN58は借入取引や借入に付随する取引（利息の支払など）は、いずれも“金融資産に関する取引”
に該当する旨を明確にしている。借入取引は借入が実行された会計期間に係るローカルファイルにおいて文
書化が必要となる。一方、利息の支払は利息を支払ったないし受け取った会計期間において文書化が必
要となる。 

金融資産には、売掛金、受取手形、未収入金、株式投資、債券投資、デリバティブ取引に係る資産及び
その他の金融資産が含まれる。しかしながら、実務的には、持分証券の発行や関連者に対する製商品の
販売から生じた売上債権の認識及び実体のある製商品の販売または購入は、”金融資産に関する取引”
とはみなされない。 

それぞれのカテゴリーにおいて文書化の基準値を超過しているか否か判断する際に、無対価の会社間取引
（無利子借入、無対価での商標権使用許諾など）に関しては、独立企業間取引額により取引されたと
みなして判断する必要がある。 

2. 基準値を満たさない場合であっても移転価格文書化は推奨 

香港納税者は移転価格文書化の要件を満たさない場合であっても、移転価格文書を作成することが推
奨されている。移転価格文書には以下の内容が含まれる。 
a) 組織構成及び事業に係る記述 
b) 移転価格算定方法の選択（選択した方法が最適であるとする理由を含む） 
c) 無形資産の評価に関連する予想利益の見積り 
d) 比較対象取引の選定に用いた基準及び検索範囲 
e) 比較可能性を決定する要素の分析（差異のレビュー及び差異の調整方法を含む）及び、 
f) 有形資産、無形資産及びサービス提供に関する前提、戦略及び方針 

 
3. 追徴課税リスクを低減する手段としての移転価格文書化 

IRDは、香港における移転価格税制に完全に準拠した適切な移転価格文書を作成することが、納税者
にとって税務調査及び移転価格調査において有利に働くとの見解を示している。 

移転価格文書化はあらゆる税務調査及び移転価格調査に対する最初のディフェンスラインとして機能し、
納税者が関連者間取引が独立企業間原則に準拠して行われるための合理的な努力を行っていることの
証明を可能にする。この点で、包括的かつ適切な移転価格文書は納税者を追徴課税から守る役割を一
定程度果たすと考えられる。 

また、IRDは移転価格文書に記載された情報の正確性を確保するために、実地での税務調査を行うことを
明確に表明している。 

DIPN58は、法令が遵守されているか確認するため、香港企業が文書化期限内に文書化を行っているか
、また移転価格文書に記載された情報が完全かつ正確であるか確認するためのレビューをIRDが行う旨記
載している。修正条例に即した移転価格文書化が不十分である場合、法令違反とみなされペナルティが
課されることとなる。 

 
4. 移転価格文書化におけるオフショア取引の申告 

DIPN58は、香港以外の地域で発生した所得または利益に係る取引についても、香港企業のローカルファ
イルに含める必要がある旨明確にしている。 

 

 

基本原則（規則1）の適用 （DIPN59） 
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1. OECDガイドラインとの整合性 

修正条例で述べられているとおり、香港移転価格税制は、OECDガイドラインと最大限の一貫性が確保さ
れていると解釈すべきである。DIPN59は、”最大限の一貫性確保（best secures consistency）”の
解釈を定めている。IRDによると、「規則１は、移転価格算定に関する指針（TPG）のパラグラフ1.122
及び1.123に記載されているガイダンスと完全に一致している」としているが、実際にはOECDガイドラインと
完全には一致しない状況もあり得る。それゆえ、IRDは、DIPN59により、OECDガイドラインと最も整合す
る方法を採用することが望まれる旨明確にしている。 

2. 移転価格と利益の発生地点 

まず、納税者は関連者取引における独立企業間価格を決定したうえで、利益の源泉を決定するために
DIPN21に定められている広範な指針を適用しなければならない。この２段階アプローチは、OECDの概
念（利益を生み出すための経済活動が実行され、価値が生み出された国で利益を識別すること）と矛盾
してはならない。 

3. 関連者間取引の再定義 

IRDは、すべての事実と状況を考慮した結果、関連者間取引について取引または合意内容の実態が取引
の形式と異なると結論づける場合、もしくは、比較可能な事象に関して独立企業が行っているように取引/取
り決めを定義・構築しておらず、当該取引/取り決めに係る独立企業間価格に信頼性がないと結論付けられ
る場合、関連者間取引を認めない若しくは再定義することができるとしている。 

4. 国内取引の免除 

DIPN59は、実際の税務上の差異は企業全体ではなく、取引ごとに適用される旨、明示している。 
DIPN59は、以下の項目についても明確にしている。 

- 納税者の税務損失（認められる税務損失の範囲内において）は一時差異としてのみ扱われる 
- ２段階事業所得税率制度は香港における税額からの減額若しくは免除としては考慮されない 

上記２つの要因は、取引が実際の税務上の差異がないとの条件を満たすか否かについて影響を与えない
。 

さらに、非法人事業主と法人との税率差は、その２社間の取引について、実際の税務上の差異がないとの
条件を満たす妨げとはならない。 

事業に直接関係しないローンの状況の考慮、及び企業がグループファイナンスを継続しているかどうかの決定
に際しては、DIPN52を参照されたい。 

5. グランドファーザー条項 

DIPN59において、修正条例の開始日（2018年7月13日）以前に実施又は効力が発生した取引（
契約の締結ではない）は独立企業間原則の対象外としている。このため、企業の行為または活動が修正
条例の開始日以降の取引となるか否かが重要な論点となる。また、当該判断は、個々の取引ごとに検討
する必要がある。 

 

6. 独立企業間価格の決定 

- OECDガイドラインに基づき最適な移転価格算定方法を採用する。 
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- IRDは独立企業間価格の幅（レンジ）は比較的同等で高い信頼性を有する複数の結果により構
成される場合、そのすべてを対象とする。当該幅には多数の取引の観察を含んでいるため、幅を狭め
るために代表値を考慮した統計ツール（例えば四分位範囲）を使用することは、分析の信頼性を高
めることに役立つと考えられる。 

解釈・実務指針（DIPN）60 –利益配分の適用原則（規則2） 

修正条例 第50AAK条 規則2は、香港非居住者の利益を当該香港非居住者の恒久的施設（PE）に
帰属させるため、あたかもPEが個別の独立した企業であるかのように判断するよう求めている。 

1. OECD承認アプローチ (AOA：Authorised OECD Approach) 

DIPN60は、香港のPEに利益を帰属させるため、AOAに関する独立企業原則の詳細を明示している。 当
該AOAは2段階のPE帰属利益算定アプローチを採用している。まず、機能分析のためにPEを独立した企
業として仮定し、重要な起業家的リスク引受機能（Key Entrepreneurial Risk-Taking functions, 
”KERT”）を所在地と資本に基づき特定することによりリスクを追跡する。 

2. ソースルールとの相関関係 

規則1と同様、規則2では、まず「個別かつ独立した企業」に利益を帰属させることが要求され、そのうえで、
当該利益が香港において課税されるべきか決定するため、広範囲の指針・原則（DIPIN 21にて解説）
が適用される。 

3. 文書化 

DIPN60は、セクション58C とスケジュール 17Iにおいて、マスターファイルとローカルファイルを等しくPEに適
用し、内在する問題の複雑性を考慮し、免除要件を満たすPEであっても文書化することを推奨している。 

4. 資本の帰属 

DIPN60 は資本の帰属に関する4段階のアプローチを明示している。 (1) 資産の帰属 (2) 当該検証の
ために貸借対照表を仮定することによる資本要件の計算の実施 (3) 仮定した資本要件に基づく想定コス
トの決定 (4) 資本に帰属する税金調整の決定。 

5. 銀行業における恒久的施設 

DIPN60の付録1に、香港の銀行支店へのAOA適用に関する詳細が記載されている。特に、銀行支店の
リスクアセットによる資金調達コストの調整を決定する際の具体的な手順を概説している。 規模や事業活
動の点で真の比較対象を見つけることは実務上困難であり、出発点として銀行全体の資本比率を用いる
ことを認めているが、それでもなお、不正確な比較可能性および/または銀行支店が独立企業である場合
に負担する実際の活動及びリスクに一致する地域の規制要件に基づき、独立企業間レシオを定めることが
望まれる。 



 

 
 

Hong Kong Tax Alert (Issue 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2019 KPMG Huazhen LLP — a People's Republic of China partnership, KPMG Advisory (China) Limited — a wholly foreign owned enterprise in China, and KPMG — a Hong Kong 
partnership, are member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights  reserved. 
© 2019 KPMG, a Macau partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved. 
@ 2019 KPMG Tax Services Limited, a Hong Kong limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

KPMGの所見 

2018年に修正条例が制定されて以来、IRDは一貫して、納税者が移転価格税制
に高いレベルで対応することを求めている。今回紹介した３つのDIPNは、そのことをよ
り明確にしている。合理的な努力水準を満たすためには、納税者は移転価格税制に
関する文書化をできる限り正確かつ網羅的に作成し、移転価格のメソドロジーが徹
底され、その実施過程を適切に文書化する必要がある。 

 

お問い合わせ及びサポートは、貴社の税務アドバイザーまたはKPMGの税務アドバイザ
ーまでご連絡ください。なお、日本語でのお問い合わせは、下記担当者までご連絡くだ
さい。 
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